
❖ 就農受入れ支援内容

事 業 主 体 雫石町(新規就農支援チーム)

対 象 者 ・
支 援 内 容

１ 雫石町新規就農支援事業
⑴ 対 象 者

概ね５０歳以下の者で、雫石町内に居住している者、又は、これから居住しようとする者で雫石町新規就農支援チーム会議に
おいて5年以上農業経営をすると認められる次に揚げる者。
新規就農者 ： 町内において新規に就農し、農業振興の中核となる担い手となるべく農業経営に意欲的に取り組もうとする者。

⑵ 支援内容
ア 新規就農者が雫石町内に定住し就農する場合は、農地の賃貸借を支援します。
イ 農地は関係者が責任をもって紹介します。

⑶ 就農支援体制
雫石町新規就農支援チーム(構成：盛岡農業改良普及センター・新岩手農協雫石支所・新岩手農協南部営農経済センター・
町土地改良区・公益社団法人岩手県農業公社・町農業委員会・町農林課)が全面的に支援します。

２ 新規就農者就学助成事業
⑴ 対 象 者
町内に住所を有し、新規就農や農業経営継承の意思がある者。

⑵ 支援内容
町内の農業者及び就農希望者が農業経営に必要な知識や技術を習得するための費用の一部を助成します。
【対象者】
次のいずれかの就学機関において研修を受講する新規就農者等
ア いわてアグリフロンティアスクール
イ 岩手県立農業大学校（新規就農者研修）
ウ 岩手県立盛岡農業高等学校（特別専攻科）
エ ウに準ずる就学機関における研修として町長が認めた研修
【補助金額】
上記ア～エの研修受講に要する費用の1/2以内の額。（入学金、受講料等研修機関に納付が必須となるものに限る。）

３ 新規就農者実践研修受入支援事業
⑴ 対 象 者

農業研修を受け入れる認定農業者等
⑵ 支援内容

新規就農希望者等が就農に関する基礎的な知識や技術を学ぶための研修を受け入れる町内農業経営体に研修経費の一部を
助成します。
【対象者】
次のいずれかに該当し、研修生を受け入れ、適正な指導ができると認められる町内の農業経営体。
ア 岩手県農業農村指導士（同指導士任期満了後に町農業農村指導士の会の会員である者を含む。）
イ 認定農業者
ウ 人・農地プラン位置づけられている中心経営体
エ 営農組織又は農業を営む法人
オ ア～エに準ずる農業経営体
【補助金額】
新規就農者等のうち主に就農を目指す者の実践研修として受け入れる場合に、1人あたり1日定額3千円。
（同一人につき上限40日間）ただし、受入農業経営体に研修生が宿泊する場合は1人1泊につき定額8千円とする。

４ 親元新規就農支援事業
⑴ 対 象 者
ア 新規学卒者又は農業以外の産業での雇用勤務の離職者であって、町内において現に農業を営む者の
子又は孫

イ 町内に住所を有し、年齢が45歳未満であること
⑵ 支援内容
卒業又は他産業を離職して１年以内に親元で新規就農する子弟を担い手として育成する期間の営農保障として、アからウまでの
要件を全て満たす親元と子弟がともに営む経営体に対し助成する。
ア 年間農業従事日数150日以上かつ年間1,200時間以上の農業従事を行うこと。
イ 交付日から起算して１年間、雫石町農業振興青年クラブ主催の研修又は活動に１回以上参加すること。
ウ 岩手県立農業高等学校、岩手県立農業大学校、岩手県農業公社、岩手県又は町等が主催する農業研修を受講すること。

⑶ 補助金額
１経営体30万円

問 合 先
〒020-0595 雫石町千刈田５番地１
雫石町農林課 農政係 TEL 019-692-6405 (内線 251・252) FAX 019-692-1311
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★ 雫石町の新規就農者研修受入経営体： 56ページ
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❖ 管内の農業事情等

農 業 振 興 方 針

雫石町は、県都盛岡市の西方約16kmに位置し、北は秀峰岩手山、西は奥羽山系の山々に囲まれ
たやや扇状の盆地をかたどる農山村地域であり、田畑の耕地は、葛根田川、雫石川、南川の三河川
流域に展開しています。農業を基幹産業としている本町では、豊かな自然環境を利用し、水田農業を
中心とした畜産、野菜、花き、菌茸などを取り入れた複合経営を展開し、関係機関と連携しながら各
種事業を導入して農業基盤整備や意欲的な担い手の育成などを推進しながら「新時代に対応した魅
力ある農林業を展開するまちづくり」を目指しています。

重 点 推 進 作 物 水稲、きゅうり、トマト、ねぎ、りんどう、小菊、菌床しいたけ、畜産(雫石牛等)

作付・飼養・販売額
（ＪＡ取扱分）の状況
（ 令 和 ２ 年 度 ）

主な学校等教育施設
保育所 6、 幼稚園 1、 児童館 1 、小学校 5 校、 中学校 1 校、 高等学校1 校、 野菊ホール、
図書館、 町営運動公園、歴史民族資料館

主 な 医 療 機 関 町立雫石診療所、一般病院 2、 一般診療所 4、 歯科診療所 6

作物・畜種 水稲 きゅうり トマト ねぎ りんどう

作 付 面 積 1,984 6.6 1.6 24.3 6.7

販 売 額 1,851 170.9 20.3 131.6 55.8

（単位：ha、頭、百万円）

作物・畜種 小菊 菌床しいたけ 肥育牛 繁殖牛 乳用牛(生乳)

作 付 面 積 4.7 （ナシ） 314 1,987 450

販 売 額 26.3 18.5 191.8 874.0 313.9


